
1. 相続開始前 3 年以内の贈与 
(1) 概要 
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人か

ら相続開始前 3年以内に贈与を受けた財産があるときは、

被相続人の相続財産に贈与を受けた財産の額（贈与時の

価額）を加算し、加算された者の相続税の計算上、その

加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を控除

します。 
但し、次の財産については加算する必要はありません。 

① 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けよう

とする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額 
② 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非

課税の適用を受けた金額 
③ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課

税の適用を受けた金額 
④ 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のう

ち、非課税の適用を受けた金額（相続開始時に残額が

ある場合は、残額を相続財産に加算） 
（国税庁 HP・タックスアンサー「贈与財産の加算と税

額控除」より抜粋・加筆／相続税法第 19 条） 
(2) 留意点 
この規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が

対象です。相続人であるかどうか、遺産を取得したかど

うかだけで判断しがちですが、死亡保険金など相続税法

において相続財産とみなされる財産を取得した者につい

ても、この規定の対象となります。 
判断を誤りやすいのは、次のような事例です。 

（加算もれ） 
・相続人でない孫が、遺贈により財産を取得した場合 
・相続放棄した相続人が、死亡保険金を受け取った場合 
（誤って加算） 
・相続人であるが、遺産を取得せず、死亡保険金などの

みなし相続財産も取得しない場合（生前贈与のみ有） 
2. 相続時精算課税制度を適用した贈与 
(1) 制度の概要 
相続時精算課税制度とは、原則として 60 歳以上の父

母又は祖父母から、20 歳以上の子又は孫に対し、財産を

贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。 
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈

与を受ける財産については、その選択をした年分以降全

てこの制度が適用されます。 
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡く

なった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度

を適用した贈与財産の価額を加算し、加算された者の相

続税の計算上、その加算された贈与財産の価額に対応す

る贈与税の額を控除します。 
（国税庁 HP・タックスアンサー「相続時精算課税制度

の選択」より抜粋・加筆／相続税法第 21 条の 15） 
(2) 留意点 
この制度を選択した年分以降は、その選択に係る贈与

者からの贈与については、暦年課税の基礎控除(110万円)
は使えません。 
また、この制度の特別控除額(2500 万円)以下の贈与で

贈与税を納めていない場合や、申告をし忘れている場合

でも、相続財産に加算する必要があります。 
贈与税の申告をしたかどうか、贈与税が課されたかど

うかにかかわらず加算しますので、注意が必要です。 
3. 加算する贈与財産の価額と控除する贈与税額 
相続財産に加算する贈与財産の価額は、相続開始時の

財産の状況にかかわらず、贈与時の価額によることとさ

れています。 
相続開始前 3 年以内の贈与については、「贈与により

取得した財産の価額」と、相続時精算課税制度による贈

与については、「適用を受けるものの価額」と規定されて

います。「申告書に記載した価額」ではありません（相続

税法第 19 条①,第 21 条の 15①）。 
では、申告をした贈与財産の価額に誤りがあった場合、

贈与税や相続税の申告はどうなるのでしょうか？ 
評価額が過大だった場合、贈与税の更正の請求ができ

る期限内であれば、更正の請求により贈与税を減額する

ことができます（国税通則法第 23 条）。 
評価額が過少だった場合、贈与税の更正（税務署が税

額等を更正する手続き）の期限内であれば、速やかに修

正申告することが必要です。修正申告書の提出が無い場

合は、更正処分を受ける（税務署が税額等を職権で更正

する）ことになります（国税通則法第 19 条,第 24 条）。 
このように期限内に誤りに気付いた場合は、贈与税に

ついて正しい評価額を申告等したうえで、相続税の申告

を行います。 
なお、期限後に誤りに気付いた場合は、実際の申告が

どうであれ、贈与財産の正しい評価額を相続財産に加算

しますが、相続税額から控除する贈与税額は、「課せられ

た贈与税」とされているため、誤った評価額に基づく贈

与税額（実際の申告額）を相続税額から控除することに

なります(相続税法第 19 条①, 第 21 条の 15③)。 
最近、相続時精算課税制度と事業承継税制を併用して、

生前に非上場株式を贈与する事例が増えてきました。 
生前に贈与した財産を相続財産に加算して相続税の

申告をする際は、加算する贈与財産の価額が正しい価額

であるかの確認が必要です。       （担当：林陽子） 
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生前贈与がある場合の相続税申告の留意点 
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